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中央公民館体育館利用者の皆様へ

津山市長 光井 聡

中央公民館体育館の利用停止について（お知らせ）

新緑の候、利用者の皆様におかれましては、日頃より中央公民館体育館をご利用いた

だき、誠にありがとうございます。

さて、当体育館につきましては、本年３月以降、雨漏りの頻度が高くなったことから、

雨天時の使用を一時的に中止し、対応を検討してまいりました。これに伴い、今月に点

検を実施したところ、建物の老朽化が著しく進んでおり、安全に使用することが困難な

状態であるとの評価でした。

市といたしましては、ご利用になる皆様の安全を最優先に考え、誠に不本意ではござ

いますが、令和８年（２０２６年）６月１日より、将来的な解体も視野に入れた利用停

止措置をとることといたしました。

これまで長年にわたりご利用いただいていた皆様には、多大なご不便とご迷惑をおか

けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。 市民の皆様の安全を守るためのやむ

を得ない措置であることをご理解いただき、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

なお、今後の代替施設につきましては、別紙の通りご案内いたします。施設の詳細や

利用手続き等につきましては、直接各施設へお問い合わせいただきますようお願い申し

上げます。

【お問合せ先】

〒708-0882
津山市大谷 600
津山市生涯学習課 中央公民館

☎(０８６８)２４‐５１１１



別紙

・市内の体育館施設のご利用について（施設使用料が必要となります。）

・市内の小・中学校の体育館のご利用について（施設使用料が必要となります。）

市内の小中学校体育館を利用される場合は、各学校へ直接お問い合わせの上、空き状況や利用可能競技をご確認ください。（※連

絡先は市 HPの「小中学校一覧」等でご確認ください）

【重要：小中学校の団体登録条件】

学校開放施設を利用する団体には、教育委員会が定める以下の登録条件を満たす必要があります。

・市内に居住、通勤、通学するものを主とし、おおむね 10人以上で構成される、成人の使用責任者がいる団体。

・市内に主たる事務所を置く法人。など

※詳細は市 HPの「学校施設の使用方法」等でご確認ください。

施設名 住所 電話番号 使用可能な主な競技

岡山県津山総合体育館 津山市山北 669 (0868）24-0202 バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、軟式テニス他

岡山県津山東体育館 津山市林田 1200-2
津山総合体育館

(0868）24-0202
バスケットボール、バレーボール、フットサル、バドミントン、卓球他

津山市久米総合文化運動

公園体育館
津山市中北下 1271 (0868）57-2900 バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、軟式テニス他

津山西部小体育館 津山市院庄 1242-6
津山陸上競技場

(0868）24-3773
バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球他

緑水園文化体育館 津山市川崎 373-2
津山圏域衛生処理組合

(0868）26-1352
バスケット、バレーボール、バドミントン、卓球他

津山勤労者総合福祉セン

ター体育館
津山市勝部 20-7 (0868）22-5450 バドミントン、卓球、ピックルボール他

小中学校一覧

学校施設の使用方法


